
寺田水門１号ゲート機械設備修繕工事

開閉装置更新（１門分）、機側操作盤更新（１面）、電気工事（１式）、
管理橋更新（２橋）、階段更新（１基）、手摺更新（１式）

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　菊池川河川事務所長
上水樽　昌幸
熊本県山鹿市大字山鹿１７８

令和　８年　５月　１日

（株）ＩＨＩインフラスクエア

福岡県福岡市中央区高砂１－１１－３

１９２，５００，０００円（税込み）

１９３，０６１，０００円（税込み）

別紙のとおり

熊本県玉名市津留地先

機械設備工事

工 期 (自) 令和　８年　５月　２日

工 期 (至) 令和　９年　３月１２日

入札情報サービス（ＰＰＩ）
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h.aspx）
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ことにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。備 考
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契約理由書 
 
 
 

１．工事名      寺田水門１号ゲート機械設備修繕工事 
 
２．施工場所     熊本県玉名市津留地先 
 
３．契約の相手方   住  所：福岡県福岡市中央区高砂１－１１－３ 

会社名：株式会社 IHI インフラスクエア九州支店 
    支店長 松永 勉 
電  話：０９２－５２３－５５５０ 

 
４．契約適用法令    会計法第２９条の３第４項及び 

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号 
 
５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由 
 

１）当該工事の目的 
本工事は、菊池川河川事務所が管理する寺田水門 1 号ゲートの機械設備の修繕を行

い、維持管理に万全を期するものである。 
 

２）工事の内容 
本工事は、開閉装置更新（１門分）、機側操作盤更新（１面）、電気工事（１式）、管

理橋更新（２橋）、階段更新（１基）、手摺更新（１式）を行うことにより、機能向上を

図る工事である。 
 

３）契約に付する理由 
本工事の実施にあたって、河川用水門設備は、当該設備設置時の受注者が独自に管理し保有して

いる技術を含むノウハウによってシステム全体が構成されていることから、一部の機器を改造す

る場合でも当該設備に係るシステム全体の熟知が必要となる。 
株式会社 IHI インフラスクエア九州支店は、当該設備設置時の受注者であり、当該設備のシス

テム全体を熟知している。 
以上のことから、本工事を履行するに必要な要件を具備している相手方として、上記相手方を特

定する一方、上記相手方以外に本工事の履行が可能な者がいないかを確認するため、「参加者の有

無を確認する公募手続について」（平成１８年９月２８日付け国官会第９３５号）に基づき公募手

続を行ったところ、他者から本工事への参加意思を表明する書類は提出されなかったことから、上

記相手方との契約手続に移行するものである。 
よって、本工事については、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４

第３号により、上記相手方と契約を締結するものである。 
 
 
 

（契約理由書作成者） 
工務課長 


